
　

※WizLIFEのハードコピー（世帯画面・世帯主及び世帯員の所得画面）を添付すること。なお、擬制世帯主は保険料率計算の対象としないこと。

〇　所得減少による減免

※前年中の所得

※所得見込額

｛前年中の所得｝－｛所得見込額｝

｛前年中の所得｝

減免率
窓口受付
担当者

審査
担当者％

円

＜担当者記入欄＞

〔計算等の根拠〕 〔備考〕

× 100 = 所得減少率

　⑤＋⑦＋⑨＝（　　　　　　　　　　）円

　①＋⑥＋⑧＝（　　　　　　　　　　）円

〔特記事項〕

不動産
　　　　　　　　　　円 円 円

円 円 円

【b】＝【a】- 100,000円

営業（事業）
　　　　　　　　　円 円 円

調整控除額【b】 円

【C】＝(【A】-【b】)+【Ｂ】

調整控除控
除後の所得

【Ｃ】 円
計 円 円 (⑨)

年金 円 円【B】 円

収入の種類 収入見込金額（年額） 経費見込金額（年額） 所得見込金額（年額）

円

【A】+【B】の合計額

【a】 円給与 　　　　　　　　　　　円 円

被保険者氏名（世帯員） 　　　　
所得見込額は前年中の所得金額と変わりはありま
せん(該当の場合、右欄に〇と記入）

前年中の合計所得金額 (⑧) 円

【A】 円

不動産
　　　　　　　　　　円 円 円

円 円 円

【b】＝【a】- 100,000円

営業（事業）
　　　　　　　　　円 円 円

調整控除額【b】 円

【C】＝(【A】-【b】)+【Ｂ】

調整控除控
除後の所得

【Ｃ】 円
計 円 円 (⑦)

年金 円 円【B】 円

収入の種類 収入見込金額（年額） 経費見込金額（年額） 所得見込金額（年額）
【A】+【B】の合計額

【a】 円給与 　　　　　　　　　　　円 円

被保険者氏名（世帯員） 　　　　
所得見込額は前年中の所得金額と変わりはありま
せん(該当の場合、右欄に〇と記入）

前年中の合計所得金額 (⑥) 円

【A】 円

計 円 円 (⑤) 円
調整控除控
除後の所得

【Ｃ】
円

【C】＝(【A】-【b】)+【Ｂ】

円 円

営業（事業）

円円円(④)不動産

円【B】 円

給与 円

年金

収　 入 　状 　況 　報 　告 　書
守口市長　様 　　令和　　　年　　　月　　　日

みだしのことにつきまして、次のとおり報告します。
なお、報告書に虚偽があった場合は、減免を取り消されても異議申し立ていたしません 。

被保険者氏名（世帯主） 　　　　
所得(収入)見込額は前年中の所得(収入)金額と変
わりはありません(該当の場合、右欄に〇と記入）

〇太枠内に記入してください。
〇収入の種類に応じて、以下の書類も記入してください。
　①給与収入、年金収入及びその他収入の場合　→　「収入・所得見込額報告書」
　②事業・営業収入または不動産収入の場合　　→　「収支内訳書」

前年中の合計所得金額 (①) 円

【b】 円

【b】＝【a】- 100,000円

調整控除額

【a】 円

【A】+【B】の合計額

円

(②) 円 【A】 円

(③) 円 円

円

円

収入の種類 収入見込金額（年額） 経費見込金額（年額） 所得見込金額（年額）

所得金額調整控除がある場合は、控除後の額で合算してください。

【A】・【B】両方の所得（※） があり、そ
の合計額が10万円を超えている場合
（※【A】・【B】それぞれが10万円を超え
る場合は、10万円が上限）
→ 10万円を超える額は、所得金額調
整控除として、【A】から控除できる。

上記と同様

上記と同様


